
2025年 4 月 1日 

会社法第801条第1項に定める事後備置書類 
（吸収合併に関する事後備置書類）

愛知県刈谷市朝日町二丁目１番地 

  株式会社アイシン 

取締役社長 吉田 守孝 

 当社は、2025年1月31日付でアイシン化工株式会社（以下「アイシン化工」といいま

す。）との間で締結した吸収合併契約（以下「本吸収合併」といいます）に基づき、2025

年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、アイシン化工を吸収合併消滅会

社とする吸収合併を行いました。本吸収合併に関し、会社法第801条第1項及び会社法施行

規則第200条に定める事項は、以下のとおりです。 

１．吸収合併が効力を生じた日 

  2025年4月1日 

２. 吸収合併消滅会社における次に掲げる事項の経過

（１）吸収合併をやめることの請求に係る手続の経過

株主から吸収合併をやめることの請求はありませんでした。

（２）反対株主の株式買取請求に係る手続の経過

アイシン化工の株主は、吸収合併消滅会社の特別支配株主である当社のみであったた

め、会社法第785条第2項第2号括弧書により、反対株主の株式買取請求権を有してい

る株主は存在しませんでした。

（３）新株予約権買取請求に係る手続の経過

アイシン化工は、新株予約権を発行していなかったため、該当事項はありません。

（４）債権者の異議に係る手続の経過

アイシン化工は、2025年2月21日付で官報及び電子公告の方法により公告を行いまし

たが、異議申述期間までに異議を述べた債権者はありませんでした。

３．吸収合併存続会社における次に掲げる事項 

（１）吸収合併をやめることの請求に係る手続の経過

株主から吸収合併をやめることの請求はありませんでした。

（２）反対株主の株式買取請求に係る手続の経過

当社は、会社法第797条第4項第1号により、同条第3項に定める事項の公告を行いま

した。

本吸収合併は、会社法第796条第2項本文に定める簡易合併の要件を満たすため、同

法第797条第1項但書により、反対株主の株式買取請求権を有している株主は存在し

ませんでした。

（３）債権者の異議に係る手続の経過

当社は 2025年2月21日付で官報及び電子公告の方法により公告を行いましたが、異



議申述期間までに異議を述べた債権者はありませんでした。 

 

４．吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関

する事項 

  当社は、効力発生日をもって、吸収合併消滅会社の資産、負債及びその他の権利義務の

一切を承継しました。 

 

５．会社法第 782 条第１項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面 

  別紙のとおりです。 

 

６．会社法第 921 条の変更の登記をした日 

  2025年4月1日に行なう予定です。 

 

７．上記に掲げる事項のほか、吸収合併に関する重要な事項 

  該当事項はありません。 

 

以上 

 



 2025年2月21日  

 

 

会社法第794条第1項に定める事前備置書類 

（吸収合併に関する事前備置書類） 

 

愛知県刈谷市朝日町二丁目１番地 

株式会社アイシン 

取締役社長 吉田 守孝  

 

 

当社は、2025年1月31日付でアイシン化工株式会社（以下、「ＡＣ」という。）との

間で締結した合併契約に基づき、2025年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併

存続会社、ＡＣを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、｢本件合併｣という。）を

行うことといたしました。本件合併に関し、会社法第794条第1項及び会社法施行規則

第191条に定める事項は、以下のとおりです。 

 

１．吸収合併契約の内容 

 

別紙１のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項 

 

完全親子会社間の合併につき、本合併に際して、合併対価の交付はありません。 

 

３．吸収合併消滅会社の新株予約権の定めの相当性に関する事項 

 

該当事項はありません。 

 

４．吸収合併消滅会社についての次に掲げる事項 

 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙２のとおりです。 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 



 

（３）最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財

産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

 ＡＣは、2025年1月30日付で、当社以外のＡＣの各株主から、その保有するＡＣ

株式1,773,926株を、総額18,844,415,898円にて取得（自己株式の取得）いたしま

した。かかる自己株式の取得により、ＡＣは、当社の完全子会社となりました。 

 

５．吸収合併存続会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債

務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

当社は、2024年6月27日開催の取締役会において、自己株式の取得を以下のとお

り決定しました。 

 

①取得対象株式の種類：当社普通株式 

②取得し得る株式の総数：51,000,000株（上限）（注１） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合6.3％） 

③株式の取得価額の総額：1,000億円（上限） 

④取得期間：2024年7月17日から2025年3月31日まで 

⑤取得方法：東京証券取引所における市場買付 

（注１）2024年10月1日付の株式分割により、取得し得る株式の総数は 

「17,000,000株(上限)」から「51,000,000株(上限)」に変更。 

 

（自己株式の取得状況） 

2025年1月20日までに取得した自己株式の累計 

①取得した株式の総数：51,000,000株（注２） 

②株式の取得価額の総額：83,908,414,900円 

（注２）2024年10月1日付の株式分割以前に取得した株式を含め、株式分割後 

の株式数にて記載。 

 

６．吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込み 

に関する事項 

 

本件合併により、当社は、ＡＣの資産・負債・権利義務の一切を承継することと

なりますが、当社及びＡＣのいずれにおいても、最終事業年度末日における資産の

額が負債の額を上回っており、また、本件合併の効力発生日においても、当社の資



産の額は、負債の額を十分に上回る見込みであります。また、現在、本件合併の効

力発生日以後に、当社の財務状況およびキャッシュ・フローが悪化すると認められ

る事情も予測されておりません。 

以上から、本件合併の効力発生日以後における当社の債務の履行の見込みはある

ものと判断いたします。 

 

 

以 上 

 
























































